
事業主体　鯖 江 市

令 和 ８ 年 度 着 手

【 】農 村 振 興 総 合 整 備 統 合 補 助 事 業

農業用用排水施設事業鯖 江 第 ３ 地 区 計画概要書



第１章　　目　　的

第２章　　地域の所在及び現況

　第１節　　地　　域

:

　第２節　　地　　積

事業名

地　目 備　　　　　考

市町村名

※用水受益；67.4ha・排水受益；36.8ha(用水重複受益；20.3ha)

　第３節　　現　　況

　　１．気　　象

( )

83.9

道水路敷 計

(ha)(ha)

農 業 用 用 排 水 施 設

(ha)

非農用地

  －   －83.9 83.9  －

(ha)

畑

鯖 江 市

樹 園 地

  －

(ha)

田

(ha)

計 ま た は 平 均

83.9計

観 測 所 名 福 井 観 測 所 か ん が い 期

  －  －

非 か ん が い 期

  －   －

観 測 期 間 Ｈ 23 ～ １０月 ～ ４月Ｒ 2 ５月 ～ 年 間

平 均 気 温 (℃) 23.8 8.9 15.1

９月

平 均 降 水 量 (mm) 194 207 202

ｍ/ｓ

15平 均 降 水 日 数 (日) 11 17

～ 日間

日間無 霜 期 間 ４月 ～ １１月

最 多 風 向 　Ｓ　(７～８月) 最　　大　　風　　速 21.8

根 雪 期 間

鳥井町・下野田町・小泉町・石田上町・石田中町・西番町・

１２月

下河端町・長泉寺町

３月

中野町・川去町・平井町・石生谷町・持明寺町・上河端町・

鯖 江 市

　本地区では、昭和４０年代を中心に圃場整備が行われたが、整備後４０年近くが経過し老朽化

が進み、補修等による管理費が増大している状況である。

　また、老朽化により破損や漏水等が発生しているため、営農面で支障が発生している。よっ

て、農業経営が圧迫されていることから、改修を行い維持管理費の低減及び農業経営の安定化を

図る。
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　　２．地　形　地　質

　　３．水　利　状　況

　　４．営　農　状　況

　　５．地域環境の概略

　本地域は鯖江市西部・東部に位置する田園地帯で、カワニナ・ヒメタニシ・オニヤンマ(幼

虫)・コサナエ(幼虫)・シオヤトンボ(幼虫)等が水路に生息している、豊かな自然環境を有した

地域である。

　本地区では集落営農組織の他、認定農業者により、水稲、大麦、そばを中心とする営農を行っ

ている区域である。農地保全に対する意欲が高いが、農家の高齢化が進行していると同時にに、

施設の経年劣化が進行しており、営農労力に時間を費やしていることから、耕作放棄地に繋がる

ことが懸念されており、地区の農地保全を見据えた対策が必要である。

　農業用水路は一級河川日野川や一級河川浅水川・鞍谷川から取水し、用水路から経由して潅漑

している。また、農地の排水は地区内の排水路を通り神通川や一級河川穴田川・鞍谷川に排水さ

れている。

　用水路は整備後、整備後40年以上が経過しており、施設の老朽化が著しい上、揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの性

能が低下し、営農に支障が生じている。また、流水の磨耗等により、骨材が露出し、一部破損や

欠損も発生し、目地が開き漏水が発生している状況で、農業用水の安定供給に支障をきたし、企

業的経営の展開が困難となっている現状である。よって、用水路の不備を改修する必要がある。

　また、排水路は、整備後40年が経過し、施設の破損やアーム柵工のパネルから法面からの吸い

出しを受け法面浸食や排水路内に土砂が堆積し、維持管理に多大な費用を費やしている。よっ

て、排水フリュームに改修することで、湛水被害の解消を図り、農業経営の安定化を図る。

　本地区は鯖江西部・東部に位置する、傾斜1/15～1/1500(日野川・神通川・浅水川・鞍谷川沿

いやの主傾斜1/1500・下新庄の主傾斜1/15）の傾斜地で、地質は粘質の沖積層の堆積物からな

る。
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第３章　　基　本　計　画

　第１節　　計　画　の　要　旨

　　１．要　　旨

　　２．事業別面積

土地利用区分

備　　　　　考

事業目的

※用水受益；67.4ha・排水受益；36.8ha(用水重複受益；20.3ha)

　第２節　　営　農　計　画

　第３節　　環境との調和への配慮

　安全な食料の供給、品質・価格の競争時代に対応するため、営農の合理化及び生産性の向上を
図り、良質・低コスト米づくりや大麦・そばを中心とした水田農業の確立に努める。

(ha)

104.2

(ha)

　排水路の施工に際して、本地区に生息する両生類や魚介類等を、施工範囲外への移動に留意し

て施工を行い、生態系の保全に努める。

67.4

(ha) (ha)

67.4

　本事業により農業用用水・排水施設の老朽化が進行し、破損や漏水等が発生しているため、営
農面で支障が発生し、維持管理費についても増加しているため、農業経営が圧迫されていること
から、改修を行う。

計 104.2

36.8排 水 改 良

用 水 改 良

計

農 業 用 用 排 水 施 設

36.8

(ha)

旧　田 新規田 輪換耕地 普通畑
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　第４節　　計画基本事項

　　１．農業用用排水施設事業

- - - - ４月２６日～９月３０日（代かき期４月２６日～５月３日）

- - - - ： １８mm

： １８mm

- - - - Ｑ(代掻期最大)＝０．０２２～０．２５２m
3
/ｓ

ｑ(普通期最大)＝０．０１７～０．２１４m
3
/ｓ

- - - - １／１０（１５１．３mm）１／２（　９９．０mm）

- - - -

合理式 平地： Ｑ＝3.86 m
3
/s/km

2 ｑ＝2.53 m
3
/s/km

2

宅地： Ｑ＝6.43 m
3
/s/km

2 ｑ＝4.21 m
3
/s/km

2

山地： Ｑ＝6.43 m
3
/s/km

2 ｑ＝4.21 m
3
/s/km

2

- - - - １／１０（１．４４６～０．０１２m
3
/s）

１／２（０．９４６～０．００８m
3
/s）

第４章　工事又は管理の要領

　第１節　　工　事　の　内　容

　　１．農業用用排水施設事業

---- ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 L=199.3m

---- ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法・現場打L型水路布替(B300×H300) L=150m

---- ﾍﾞﾝﾁﾌﾁｭｰﾑ(BF-500) L=155m

---- ﾍﾞﾝﾁﾌﾁｭｰﾑ(BF-400) L=242m

---- ﾍﾞﾝﾁﾌﾁｭｰﾑ(BF-400) L=267m

---- ﾍﾞﾝﾁﾌﾁｭｰﾑ(BF-400) L=392m

---- 揚水ポンプ φ200-18.5kw 1基

---- ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 L=713m

---- ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 L=752.9m

---- 現場打L型水路布替(B350×H350) L=268m

---- ﾌﾘｭｰﾑ(H500×B800) L=130m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H500×B500) L=150m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H600×B600) L=161m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H600×B600) L=230m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H400×B400,H600×B600) L=228.1m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H500×B500) L=145m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H500×B500) L=204m

---- ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 L=380m

---- 排水ﾌﾘｭｰﾑ(H600×B500) L=260m

　第２節　　予　定　工　期

令和 ８ 年 ～ 令和 １３ 年

　第３節　　管　理　の　要　領

用 水 路 ７

用 水 路 ８

用 水 路 ９

用 水 路 １ ０

排 水 路 １

排 水 路 ２

用 水 路 １

用 水 路 ２

用 水 路 ３

用 水 路 ４

排 水 路 ７

排 水 路 ４

排 水 路 ５

用 水 路 ５

用 水 路 ６

用 水 路 １ １

代掻期減水深

用 水 量

排 水 計 画

管 理 減 水 深

全 排 水 量

ア）用 水 計 画

か ん が い 期 間

日 減 水 深

確 率 日 雨 量

単 位 排 水 量

イ）

　本事業により設置された農業用用排水施設は、鯖江日野川西部土地改良区・鯖江東部土地改良

区・鯖江河端土地改良区・立待吉江土地改良区が管理する。

排 水 路 ３

排 水 路 ８

排 水 路 ６
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第５章　　換地計画の要領

　第１節　　換地計画樹立の必要性

　第２節　　換地計画樹立の基本方針

　　１．従前の土地の地積の基準

　　２．農用地集団化の方法

区　分 個　人　別　換　地　の　方　法

換地区

　　３．非農用地の換地方針

　　４．清　算　の　方　法

位 置 選 択

地 帯 別

グ ル ー プ 別 １ 戸 当 た り 区 画 畦 畔 の

目 標 団 地 数 取 り 扱 い団 地 の 設 定

該 当 な し

該 当 な し

該 当 な し

該 当 な し

該 当 な し
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　第３節　　土地改良法第５条第６項に規定する国有地等の編入に係る地積

単位:ha

区　分 機　能　交　換　に　係　る　土　地

用　途

　第４節　　換地処分の時期に関する特則

合 計
市町村有地県 有 地 計

一 般

国 有 地

計

国 有 地

該 当 な し

該 当 な し
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第６章　　費　用　の　概　算

令和 年度価格

第７章　　効　　用

【農業用用排水施設事業】 令和 年度価格

:

: ％

: ％

第８章　　他の事業との関連

第９章　　計 画 概 要 図

そ の 他 効 果

国産農産物安定供給効果

7,675         －

該 当 な し

増加所得償還率 －

        －

7,675         －

総費用総便益比 1.18

農業用用排水 413,000

477△           8,465

総 所 得 償 還 率 15.5

年 総 効 果
( 便 益 ) 額

区　　　　　分

計 413,000

計
42,245 8,465

413,000

413,000

年 増 加
農 業 所 得 額

総 事 業 費 備　　　　　考

7

区 分 事 業 費

32,926 8,465

7

別　　添　　図　　面　　参　　照

備　　　　　考

農 村 の 持 続 的 発 展

に 関 す る 効 果

食 料 の 安 定 供 給 の 確 保

に 関 す る 効 果

31,261         －
作 物 生 産 効 果

維持管理費節減効果

営 農 経 費 節 減 効 果
2,142         －

        －

        －         －

農 村 の 振 興

に 関 す る 効 果
多 面 的 機 能 の 発 揮

に 関 す る 効 果 1,644         －

景観・環境保全効果
1,644         －
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事 業 の 負 担 区 分 の 予 定 及 び 地 元 負 担 の 予 定 基 準

１　　事業費の負担区分の予定

　　１）総　事　業　費

･ [ ]

[ ]

　　２）負　担　区　分

【農業用用排水施設事業】 (千円)

２　　地元負担の予定基準

３　　負　担　団　体

分
　
　
担
　
　
金

１７，７００

事 務 費
１７，７００

   － ％ －　　　　　

－　　　　　

鯖 江 市
事 業 費

15.00 ％

％ ２９，１００

事 務 費
２９，１００

   － ％

鯖江河端土地
改 良 区

鯖江日野川西
部土地改良区

事 業 費
15.00

事 務 費

事 業 費

   －

％ １７，７００
１７，７００

％

鯖 江 河 端 土 地 改 良 区

－　　　　　

鯖 江 市

鯖江東部土地
改 良 区

鯖 江 市

15.00

農業用用排水

７，９５０
   － ％

２９，１００

－　　　　　

７，９５０

   －

事 業 費

事 務 費

15.00 ％

事 務 費

   － ％ －　　　　　

事 業 費

計

15.00 ％ ７，９５０
７，９５０

８２，６００
   － ％ －　　　　　

15.00

20.00 ％

事 業 費

％ －　　　　　
事 務 費

％

事 務 費
   －

８２，６００
県 費

事 務 費

事 業 費

国 庫 補 助
２０６，５００

事 業 費
50.00

－　　　　　
２０６，５００

千円也

立 待 吉 江 土 地 改 良 区

地　積　割　に　賦　課　す　る

４１３，０００事業費

０千円也 事務費

鯖江日野川西部土地改良区

計

４１３，０００

％

％ ２９，１００

区　　　　分 補 助 率 金　　　　額

鯖 江 東 部 土 地 改 良 区

鯖 江 市

鯖 江 市
事 業 費

事 務 費

15.00

   － ％ －　　　　　

４１３，０００

７，２００
％ ７，２００

７，２００
立待吉江土地
改 良 区

事 業 費

事 務 費
   － ％ －　　　　　

15.00 ％ ７，２００
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１　管　理　者

２　管理すべき施設の種類

３　貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項

４　管理に要する費用の概算

　（１）費　用　の　概　要

A= ha

　（２）負　担　の　方　法

５　その他管理方法に関する基本的事項

種 類 名 称 位 置 施 設 の 規 模 備 考

揚 水 機 場 西 番 揚 水 機 場 鯖 江 市 西 番 町 φ200*18.56kw*1.11ｍ/min*11ｍ

本地区における農業用水は一級河川浅水川から取水し、揚水機にて地区内をかんがいする。

種 類
合 計年数

10 ａ 当 り

年 負 担 額

年 間

維 持 管 理 費

耐用年数間の耐用

揚 水 ポ ン プ 20

　受益の地積割りに賦課する。

備 考

985 千円 円4,852千円

鯖江第３地区　農村振興総合整備統合補助事業 によって造成された施設の予定管理方法

20.3

立待吉江土地改良区

　施設の管理は立待吉江土地改良区が定める管理規定に基づいて行う。

19,700
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一　定　地　域　調　書
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一   定   地   域   調   書
【農業用用排水施設事業】 鯖江第３地区

大　字 字 地　　　　　　　　域

鳥 井 町 6 4-2 10-3 10-4 10-5 10-6 11-1 11-2 14-2 14-3

11 2 6-1 10 11 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5

12-6 12-7

13 1-1 2-1 3-7 4-1

14 1-1 2-1 3-1 3-2 6-1

16 1 2-1 3-1 4 5

18 2 3 4 5 6-1 7 8-1 8-2 9

10

19 1-1 1-2 2 3-1 3-2 4-1 4-2 4-3 5-1

5-2 6-1 6-2 6-3 6-4 7-1

20 1-1 2 3 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6

6-1 7 8

21 1-1 2-1 2-2 3-1 4-1 5-1 6-1 7-2 7-3

8-1 9-1 9-2

下 野 田 町 7 6-2 6-4 6-9 8-1 8-2

22 1-1 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-3

5-1 5-2 5-3 6-3 7-1

小 泉 町 1 2 3 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 8

2 1-3 1-4 2 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4

5-1 5-2 6

3 2 3-1 3-2 4-1 4-2 4-3 5-1

石 田 上 町 3 10

6 1 2 3 4-1

7 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 4-1

4-2 7-3 7-4

10 3 4

11 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5

13 1-4 2 3-1 3-2 4 6-1 7 8-1 8-2

9 11 12-1 12-3 13-1

石 田 中 町 1 10 11-3 11-4 11-5 11-6

5 9-1 9-2

6 7 8

西 番 町 6 32 33-1 33-2 34 35 36 37 38 39-1

40 41 42

7 1 2 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7

3-8 3-9 3-10 4 5 6 7 9-1 9-2

10 11 12

8 35 37-1 38-1 39-1 40-1 42-1 43-1

9 12 13 14

10 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2 3-1 3-2

3-3 3-4 3-5 3-6 4 5-1 7 8 9

10 11

11 1 2 3 4 5 7 8 9 10-1

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 11

12 1 2 3 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7

8-1

15 21 22 23 24 25

18 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9

1-10 1-11 2 4 5 6-1 7-1 8-2 9

10 11-1 11-2 13 14

19 17 18 19 20 21 22 23 25-1

中 野 町 206 1 2 3 4-1 4-2 5 6-1 6-2 7

207 1 2 3 4 5-1 5-2 6 7 8

市 町 村

鯖 江 市
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一   定   地   域   調   書
【農業用用排水施設事業】 鯖江第３地区

大　字 字 地　　　　　　　　域市 町 村

中 野 町 207 9

208 4-1 4-2 5 6 7

210 1 2-1 2-2 3 4

211 3-1 4-1 5-1 6-1 7

218 2 3 4 5-1 5-2 6-1 6-2 7

219 1-1 2-1 2-2 2-3 3 4

245 1 2 3-1 3-2 4-1 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15-1 15-2 16

川 去 町 30 3-1 3-2

平 井 町 8 1-1 1-2 2-1 2-2 6-1 6-2 8-1 8-2 9

10 11 12 13-1 13-2 13-3 14-1

9 2 3-2 3-3 4-1 4-2 5-1 5-2 5-3 6

7-1 7-2 7-3 8

石 生 谷 町 31 70-2 71-1 71-2 72-2

持 明 寺 町 13 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1

11-1 13-1 14 15 16 17 18-1

17 10-1

19 1-1 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12-1 13 14 15 16-1

上 河 端 町 18 1-1 2-1 3-1 8-1 8-2 9-1 10-1 11-1

19 1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3

35 2-1 2-2 3 4 5 6 7 21

53 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 8-1

67 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 7-1 7-2 7-3 7-4

8 9

68 5 6-1 6-2 7 8-1 8-2 9 10-1

69 1-1 8-1 8-2 9-1 9-2 12-1

70 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2 3-1

3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-2 5-1 5-2 7-1

8-1 8-2 8-3 8-17 9-1 10 11 12

下 河 端 町 71 1-8

長 泉 寺 町 6 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6 7-1 8-1 8-2

7 5 6 7 8 9 10 11-1 11-2 12

13

8 1-1 1-2 5-1 5-2

10 3 4 5 6 7 8-1 8-2

鯖 江 市
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